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はじめに

Ｑ１ 本県で解決すべき「教育の課題」は何だと考えていますか。



１ 教育行政とは

Ｑ２ 教育行政の担い手は誰？



衆議院HPより

法律に基づき公の目的を
達するための作用

１ 教育行政とは



教育行政とは
国または地方公共団体が、
立法機関によって成文化された教育政策、
すなわち教育に関する法令を実現化する作用
又は行為

①国家作用の一つ。立法・司法以外の統治または国政作用の総称。すなわち司
法（裁判）以外で、法の下において公の目的を達するためにする作用。

②内閣以下の国の機関または公共団体が、法律・政令その他法規の範囲内で
行う政務。

１ 教育行政とは



国家行政組織法
文部科学省設置法
地方自治法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律

地方財政法 地方交付税法
義務教育費国庫負担法
市町村立学校職員給与負担法

国家公務員法 人事院規則
地方公務員法 教育公務員特
例法 労働基準法
労働組合法児童福祉法 少年法

少年院法
生活保護法

社会教育法 図書館法
博物館法 スポーツ振興法
文化財保護法 生涯学習振興法

学校教育法 学校教育法施行令
小学校設置基準 中学校設置基準
高等学校設置基準 幼稚園設置基準
教科用図書検定規則 教科書無償措置法

日本国憲法
教育基本法

前田洋一「学校経営と法との関わり」 2022より作成

1 教育行政とは



文部科学省

日本国憲法

教育基本法 地方自治法国家行政組織法

文部科学省設置法

教育委員会

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

教育振興計画教育振興基本計画 教育大綱

教育施策の展開

国 地方公共団体

1 教育行政とは



２ 教育行政機関

（１）文部科学省



文部科学省設置法 （1999 （H11））

目次
第一章 総則（第一条）
第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 文部科学省の設置（第二条）
第二節 文部科学省の任務及び所掌事務（第三条・第四条）
第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職（第五条）
第二節 審議会等

第一款 設置（第六条） 第二款 科学技術・学術審議会（第七条）
第三款 宇宙開発委員会（第八条－第十七条）

第四款 放射線審議会（第十八条）
第三節 施設等機関（第十九条）
第四節 特別の機関（第二十条－第二十三条）
第五節 地方支分部局（第二十四条）

第四章 文化庁
第一節 設置並びに任務及び所掌事務

第一款 設置（第二十五条）
第二款 任務及び所掌事務（第二十六条・第二十七条）

第二節 審議会等（第二十八条－第三十条）
第三節 特別の機関（第三十一条）

第五章 雑則（第三十二条）
附則



大臣官房

総合教育政策局

初等中等教育局

高等教育局

内部部局



科学技術・学術政
策局

研究振興局

研究開発局

国際統括官

内部部局



外局

出典：文化庁ホームページ（https://www.bunka.go.jp/）出典：スポーツ庁ホームページ（https://www.mext.go.jp/）



審議会

中央教育審議会

教科用図書検定調査審議会

大学設置・学校法人審議会

国立研究開発法人審議会

国立大学法人評価委員会

科学技術・学術審議会

原子力損害賠償紛争審査会

〇行政機関の附属機関 その長の諮問に応じて、特別の事項を調査、審議する
合議制の機関
〇行政への国民参加、専門知識の導入、公正の確保、利害の調整等が目的

教育制度分科会

生涯学習分科会

初等中等教育分科会

大学分科会

分科会

国家行政組織法
（審議会等）
第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める
所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところ
により、重要事項に関する調査審議、不服審査その
他学識経験を有する者等の合議により処理すること
が適当な事務をつかさどらせるための合議制の機
関を置くことができる。（スポーツ庁）スポーツ審議会

（文化庁）文化審議会・宗教法人審議会

文部科学省組織令

文部科学省組織令

文部科学省組織令

文部科学省組織令

宗教法人法

原子力損害の賠償に関する法律

国立大学法人法

文部科学省設置法

文部科学省組織令

文部科学省設置法



出るのはココだけ！「答申」早分かりシート - 時事通信出版局 (jiji.com)

審議会

https://book.jiji.com/seminar/limited/column/column-3476/


〇教育課程部会

〇教員養成部会

〇学校安全部会

〇個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に
向けた学校教育の在り方に関する特別部会（Ｒ4.2～）

・ 教科書・教材・ソフトウェアの在り方ワーキンググループ
・ 義務教育の在り方ワーキンググループ
・ 高等学校教育の在り方ワーキンググループ

◇デジタル学習基盤特別委員会（R5.5～）
・ 次期ICT環境整備方針の在り方ワーキンググループ

◇質の高い教師の確保特別部会（R5.６～）

部会・委員会 【初等中等教育分科会に設置されているものの抜粋】



△教育振興基本計画部会（～R5.３）
（「次期教育振興基本計画について（答申）」）

△「令和の日本型教育」を担う教師の在り方特別部会（～R4.12）
『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について ～「新たな
教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を 有する質の高い教職員集団の形成～（答申）

△新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会（～Ｒ３.1）
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申）

△学校における働き方改革特別部会（～H31.1）
（新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校にお
ける働き方改革に関する総合的な方策について（答申）

△チームとしての学校・教職員の在り方に関する作業部会（～H27.12）
チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）

部会・委員会 【初等中等教育分科会に設置されていたものの抜粋】



諮問
「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関
する総合的な方策について （令和５年５月22日中央教育審議会諮問）



以上が中心的に御審議をお願いしたい事項でありますが、これらに関連する事項を
含めて、「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備
について、幅広く御検討いただくようお願いします。なお、これらの課題は広範多岐
にわたることから、審議の状況に応じ、施策を迅速かつ着実に実施していくために、
逐次取りまとめていただくことも御検討いただきますようお願いします。



提言（緊急提言）

「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）」
（令和５年８月28日中央教育審議会初等中等教育分科会質の高い教師の確保特別部会）





Ｑ３ 国や県からの新しい通知が来たとき？



（２）教育委員会



地方公共団体における教育行政の担い手

市町村都道府県

政令指定都市・一部組合にも置かれる

第百八十条の八
教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織
編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、
並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

〇地方自治法

文科省の指針に基づいて、地方独自の
教育政策を立案し、実施

都道府県全体の教育政策を、市町村教育委
員会が具体的に地域の実態に即して適用



〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律（2014（H26）改正）

第１章 総 則
（この法律の趣旨）
第１条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取

扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めるこ
とを目的とする。

（基本理念）
第１条の２ 地方公共団体における教育行政は、教育基本法（平成18年法律第

120号）の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域
の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互
の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

（大綱の策定等） （略）
（総合教育会議） （略）

第２章 教育委員会の設置及び組織
第３章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
第４章 教育機関
第５章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等
第６章 雑 則



第２章 教育委員会の設置及び組織

第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議

（設置）
第二条 都道府県、市（特別区を含む。以下同じ。）町村及び第二十一条に規定する事務の全部又
は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

（組織）
第三条 教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところに
より、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち
都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び五人以上の委員、町村
又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び二
人以上の委員をもつて組織することができる。

（任期）
第五条 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任
期は、前任者の残任期間とする。
２ 教育長及び委員は、再任されることができる。

（教育委員会規則の制定等）
第十五条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会
規則を制定することができる。



新しい教育委員会制度

平成２３（２０１１）年１０月１１日
大津市中２いじめ自殺事件

平成２７（2015）年４月１日施行
教育委員会制度

平成25（2013）年
9月28日施行

いじめ防止対策推進法

平成26（２０１４）年６月20日公布
「地方教育行政の組織及び運営に
関する法律の一部を改正する法律」







教育委員会制度の趣旨

● 政治的中立性の確保

● 継続性・安定性の確保

● 地域住民の意向の反映

教育は、その内容が中立公正であることが極めて重要。
個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要。

特に義務教育について、学習期間を通じて一貫した方針の下、
安定的に行われることが必要。

教育は、地域住民にとって関心の高い行政分野であり、
専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の参加を
踏まえて行われることが必要。

● 政治的中立性の確保

● 継続性・安定性の確保

● 地域住民の意向の反映



教育委員会事務局の組織・役割等

令和５年度
徳島県教育委員会事務局

教育政策課

コンプライアンス推進室

施設整備課

教育創生課

教職員課

福利厚生課

学校教育課

特別支援教育課

人権教育課

体育健康安全課

生涯学習課



Reiki-Base インターネット版 体系目次検索 (tokushima.lg.jp)

徳島県教育委員会行政組織規則 (tokushima.lg.jp)

事務局の組織と分掌

https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_taikei/r_taikei_11.html
https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00000670.html


地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二節 事務局
（事務局）
第十七条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
２ 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

（指導主事その他の職員）
第十八条 都道府県に置かれる教育委員会（以下「都道府県委員会」という。）の事務局に、指導主事、
事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。

２ 市町村に置かれる教育委員会（以下「市町村委員会」という。）の事務局に、前項の規定に準じて
指導主事その他の職員を置く。

３ 指導主事は、上司の命を受け、学校（略）における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専
門的事項の指導に関する事務に従事する。

４ 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関
する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学
校（地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。）の教員（教育公務員特例法（昭和二十四年法
律第一号）第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。）をもつて充てることができる。

９ 前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定
める。



地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令

第二章 事務局職員
（指導主事）
第四条（略） 教育委員会は、指導主事に大学以外の公立学校の教員をもつて充てようとす
る場合において、当該教員が他の教育委員会の任命に係る者であるときは、当該任命権者
の同意を得なければならない。
２ 都道府県に置かれる教育委員会が 県費負担教職員である教員を指導主事に充てようと
する場合においては、当該教員が属する市町村の教育委員会の同意を得なければならない。

（職員の職の設置）
第六条 法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設
置については、教育委員会規則で定める。



教育公務員特例法
（定義）
第二条 この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校（略）であつて地方
公共団体が設置するもの（以下「公立学校」という。）の学長、校長（園長を含む。以下同
じ。）、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。

５ この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

社会教育法
（社会教育主事及び社会教育主事補の設置）
第九条の二 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。



未完成ですが・・・・ 徳島県教育委員会の課等の変遷

Ｈ２ H3 Ｈ６ Ｈ８ Ｈ１２ Ｈ１７ H22 H２４ Ｈ２８ Ｒ元 Ｒ４

秘書企画室 教育管理課

教育改革

推進チーム

社会教育課

教育文化課

体育健康

安全課

文化課

体育健康課 体育学校安全課

コンプライアンス推進室

学校教育課

教育戦略課 教育創生課

学校政策課 学校教育課

教職員課

総務課

総務課秘書広報室

教育総務課

教育企画室

施設整備課

教育政策課

福利厚生課福利課

教育改革課

障害児教育課

スポーツ健康課体育保健課

同和教育振興課

文化財課

管理課
義務教育課

高校教育課

指導課

グローバル・文化教育課

特別支援教育課

生涯学習課

人権教育課

教育文化政策課

生涯学習政策課生涯学習課



徳島県 北海道 秋田県 福井県 香川県 愛媛県 高知県 沖縄県
教育政策課 総務課 総務課 教育政策課 総務課　　 教育総務課 教育政策課 総務課　　

教育政策課 働き方改革推進課

コンプライアンス推進室 （組織力向上推進室）

施設整備課 施設課 （総務課施設整備室） 施設課

教育支援課

教育創生課

教職員課 教職員課 教職員課 教職員・福利課 学校人事課

教職員事務課 教職員給与課

教職員育成課

福利厚生課 福利課 福利課 健康福利課 （教職員厚生室）

学校教育課 高校教育課 高校教育課 高校教育課 高校教育課 高校教育課 高等学校課 県立学校教育課

（学力向上推進室） （特別支援教育室） 高等学校振興課

義務教育課 義務教育課 義務教育課 義務教育課 義務教育課 小中学校課 義務教育課
学力向上推進課

幼保推進課 幼保支援課
（幼児教育推進センター）

特別支援教育課 特別支援教育課 特別支援教育課 特別支援教育課 特別支援教育課 特別支援教育課

体育健康安全課 健康・体育課 保健体育課 保健体育課 保健体育課 保健体育課 保健体育課 保健体育課
高校総体推進課

人権教育課 生徒指導・学校安全課 人権・同和教育課 人権教育課 人権教育・児童生徒課

（いじめ問題等対策室） 学校安全対策課

生涯学習課 社会教育課 生涯学習課 生涯学習・文化財課 生涯学習・文化財課 社会教育課 生涯学習課 生涯学習振興課

文化財・博物館課 （生涯学習課文化財保護室） 文化財保護課 文化財課

ICT教育推進課
新県立体育館

整備推進課

部活動改革推進課

都道府県例規集／全国知事会 (nga.gr.jp)より作成

令和５年度の道県教育委員会事務局の課等の名称

https://www.nga.gr.jp/pref_info/ruletop.html


徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市

石井町

松茂町

藍住町

つるぎ町

東みよし町

総務課 教育総務課 教育政策課 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課

（学校再編推進室） （学校再編推進室） （学校再編準備室）

学校教育課 学校教育課 学校課 学校教育課 学校教育課 学校教育課 学校教育課 学校教育課 学校教育課

（教育支援室）

体育保健給食課 スポーツ振興課

学校給食課

社会教育課 生涯学習人権課 生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課 社会教育課 地域学習推進課 社会教育課 社会教育課 生涯学習課

（高校総体推進室）
生涯学習課

人権教育推進室 人権教育課

生涯学習課

スポーツ振興室

令和５年度 市町教育委員会組織の例



【例】指導主事の場合

①専門的な関わり（研修会の実施、学校訪問、指導・助言、対外的職務）

②報告・連絡・相談（研修会講師との打合せ、通知・通達、電話連絡）

③調査・資料作成（議会答弁書、教育課題啓発・指導助言のための資料

作成、政策提言作成等）

④専門的会議参加（伝達講習会、各種指導主事連絡協議会、首長部局

との連絡協議会等）

⑤事務処理（開催通知・依頼文の作成、各種支出負担行為書作成、調査

データ収集・整理、回覧文書処理等）

⑥その他（会議の準備や片付け、講師接待、文書の印刷や発送作業等）

〇 職務の内容

藤井伊佐子 「教育行政の実際（教育予算、事務局の組織・役割等）」2021

事務局職員の役割等



●キャリア・消費者教育担当 ： 主事 → 課長補佐 → 指導主事 → 

班長 → GIGA・消費者教育担当室長 →

●グローバル人材育成担当 ： 指導主事 → 班長 → グローバル・文化創造幹 →

●教育文化創造担当 ： 指導主事 → 班長 → グローバル・文化創造幹 →

●GIGA・学び創造担当 ： 指導主事→統括指導主事→ GIGA・消費者教育担当室長→

●学力向上推進担当 ： 指導主事 → 班長 → 統括指導主事 → 室長 →

主事 →  主任主事 →  主任 →  係長 → 主査兼係長

→  課長補佐 →  副課長 → 主幹 → 政策調査幹 → 課長

教育政策課
（行政職）

●給与担当 : 教育政策課と同じ

●人材育成担当 ： 主事 → 主任主事 → 管理主事 → 主査兼係長 →

→ 課長補佐 → 統括管理主事 →

● 人事担当 ： 係長 →  主査兼管理主事→ 課長補佐兼管理主事

→ 統括管理主事 →

教職員課
課 長
↑

主 幹
↑

副課長

学校教育課

課 長

↑

副課長

〇 報告・決裁等の流れ



✓担当制

・ 個業

・ 文書の管理や引き継ぎ資料が大切

✓報告・連絡・相談は迅速に！
・ 話が通っているのと、そうでないのでは大違い

✓決裁主義
・ 日常的なやりとりが大切

〇 業務の特徴

事務局職員の役割等



３ 教育施策

（１）「総合教育会議」と「教育大綱」



地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（大綱の策定等）
第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方
針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に
関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。
２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次
条第一項の総合教育会議において協議するものとする。

（総合教育会議）
第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項につ
いての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総
合教育会議を設けるものとする。
一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化
の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが
あると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
２ 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 地方公共団体の長
二 教育委員会





徳島県教育振興計画（第４期）

教育振興基本計画（第４期）

徳島教育大綱（第３期）

教育振興基本計画（概要） (mext.go.jp)

https://www.mext.go.jp/content/20230615-mxt_soseisk02-100000597_02.pdf


教育振興基本計画：文部科学省 (mext.go.jp)

https://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/index.htm






令和4年度徳島県総合教育会議について｜徳島県ホームページ (tokushima.lg.jp)

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/7208947/






政策を実現するための様々な取組や措置を、一定のグループにまとめたもの

国または自治体として、一定の分野や問題について、どのような方針と理念で取

り組むかを示すもの

政策（ｐolicy）

特定の施策の中に含まれる具体的な取組

施策（ｍeasure ; ａction）

事業（project）

政策 → 施策 → 事業 → 業務

事業を実際に執行する際に、担当係・担当者を決めて遂行する単位

業務（business; service; operation）

（２）





〇 政策・施策・事業を創出する役割を





こうした状況のもと、議員から御提言いただきました高校生一人一台端末の早期実現と、

これに伴う小中高一貫した一人一台体制のスピード感ある構築は、徳島の将来を担う子供

さんたちの目線にしっかりと向き合う時宜にかなったアイデアである、このように受けとめさ

せていただくところであります。

早速、具現化に向けまして、地方創生臨時交付金のうち十億円を活用して、一人一

台タブレット端末を県が確保し、県立高校及び特別支援学校高等部の全ての生徒

に対し、今年度、順次無償で貸与することにより、学校でも家庭でも切れ目なく対

応することのできる新たなオンライン教育環境を全県的に構築いたしてまいります。

今後とも、学校の臨時休業から得た貴重な教訓を生かし、Ｓｏｃｉｅｔｙ５・０幕あけにふさわし

い新時代の学びが一日も早く実現できますように、積極果敢に取り組みを進めてまいる次

第であります。

（知事）答弁



１ 教育政策課+学校教育課+総合教育センター

関係課指導主事（係長） → 担当上司レク → 課長・所長レク

→ 四役レク（教育長、副教育長、教育次長、他）

2 副知事レク

３ 知事レク

４ 教育政策課+学校教育課+総合教育センター

関係課指導主事（係長） → 担当上司レク → 課長・所長レク

→ 四役レク

５ 徳島県教育委員会定例会報告

６ 県議会文教厚生委員会（関係課長説明）

７ 市町村教育委員会教育長への説明、校長会への説明

８ 通達・広報

一人一台タブレット端末の県立高校及び特別支援学校高等部の全ての生徒にする
無償貸与



gigaschool.tokushima-
ec.ed.jp/videos/videos/view/60/ccbe4883d1e
28ae1f8e0d381153bc0ae?frame_id=88

「徳島県ＧＩＧＡスクール構想」ホームページへ

政策提言や施策・事業立案は，事務局の叡智を集結させるところ

https://gigaschool.tokushima-ec.ed.jp/videos/videos/view/60/ccbe4883d1e28ae1f8e0d381153bc0ae?frame_id=88


佐野県教育長の発言

・・・・ この機会に、私が感じていることを申し上げますと、我々、公立学校の教職員は、めま
ぐるしく変化する社会情勢の中におきましても、これまで学校経営の意識、コスト意識が持
てていない部分があると考えております。公立学校が税金で運営される以上、教育に対し
て無尽蔵に投資をすることはできないし、当然、その費用対効果も考えなければならないと
考えております。

すべての教職員がそのような意識を持ちながら、教育という大切な仕事に取り組んでき
たのか、もちろん、情熱を持って頑張ってはいるんですけど、そういう視点が欠けていたんで
はないかと考えております。また、私からも、教育委員会からも、そういう意識を持たせるよう
に発信してきたのか、ということを振り返りますと、十分ではなかったと考えております。

今後、学校経営に関して、全教職員がコスト意識を高め、新たな経営感覚を持って子ど
もたちに向き合うことができるよう、努めて参りたいと考えておりますし、徳島の未来を担う、
背負う、子どもたちを育成して参りたいと考えております。・・・・・・・

徳島県総合教育会議 議事録 平成27年6月3日

●予算を意識した職務遂行



おわりに



教育行政

教育に関わる法令に基づいて行われる作用

日常的に法令を意識した職務遂行を

幼児・児童・生徒の成長と
学校に関わるすべての人のことを

常に慮ることを忘れない

予算を意識政策・施策・事業を創出


